
中野区の子育て先進区の実現に向けた取組について
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 子育てしてよかったまち

 育ってよかったまち

 子育てしたいまち

１

子育て先進区とは

？？？

昨年度の子育てカフェでいただいた主なご意見への対応　　

子育て先進区の
実現に向けた基礎づくり

中野区の特徴を
生かした子育て環境整備

将来を見据えた
子育て環境の維持・向上

First

Second

Third

保護者と
子どもの
 満足度※１

待機児童ゼロ
（昨年度２５人→今年度０人）

区内外の
認知度※２

「希望の保育園に入れず
　自宅から遠い園に
　　　通っている」

　「特に２歳児の枠が
　　　　少ないので
　　　　　入園できるか
　　　　　　　　　不安」

２
３

←今ココ

実現のために…

４ ５

子どもにやさしいまちづくり

きれいで楽しい公園 乳幼児親子に
やさしい児童館

 保育施設の整備と定員拡充

　  ・私立認可保育所４園新設

　   ・認証保育所の認可

       保育所への２園
　　 　移行
   　・利用定員

　　 　３２８名増　　

「公園のベンチがきたない」

「自由な遊びができる
　プレーパークを
　　つくってほしい」

　「ボール遊びが
     できる公園が
            少ない」

 破損・劣化しているベンチ

　 は順次更新中

 区内のプレーパーク活動団体
　 を支援

 公園の利用ルール

　 の見直しを検討　　　　

「子どもたちが意見を表明
　する場を確保してほしい」

「子どもが困っている
　　ときや辛いときに
　　　話を聴いてもらえる
　　　　　ところがある
　　　　　　　　といい」

　「一時保育の予約が
　　 なかなか取れない」

 「保育園より身近な児童館
　　 の方が預けやすい」

　　　「空き状況がＷeb上で
　　　　　　　見られると
　　　　　　　　　　　よい」
　　　　　　　　

「児童館の玩具が
　古かったり壊れて
　　　　いたりする」

　　　「休館日を
　　　　　減らして
　　　　　　　ほしい」

気軽に利用できる
一時保育（一時預かり）

 子どもの権利条例を制定

　（２０２２年３月）

 子ども・若者支援センター開設
　（２０２１年１１月）

  子どもの権利救済機関

　 を設置

　（２０２２年９月）　　　　　　

＜令和３年度の子育てカフェ参加者数＞
・城山ふれあいの家：１２名　　・宮の台児童館：２３名
・上高田児童館　　：３３名　　・若宮児童館　：２３名

※１　保護者の定住意向：６１．２％　※２　都内の保護者の認知度：１１位
　　　子どもの定住意向：６１．２％

 区の子どもと子育て家庭の実態と区民意見 

   を踏まえ、９つの視点で子育て環境を整備

 効果的・効率的に取り組むため、３つの

   プロジェクトを重点的に推進

取組について

  ９つの視点

  遊び・憩いの環境　　　　　 教育・学習環境　　　 住宅環境　　　　

  保育や子育てサービス環境　 移動や交通環境　　　 地域環境

  商業環境　　　　　　　　　 安全や安心環境　　　 健康や医療

  ３つの重点プロジェクト

  子ども・子育て家庭に対するセーフティーネットの強化

  子育て・子育ち環境の整備

  地域全体で子育てを応援するための体制整備

 新たに児童館２館

　 でも一時預かりを実施
　（２０２２年８月～）

 区立保育園の予約状況を
   区ＨＰに掲載

  （２０２１年８月～）　　　　　

中野区食育マスコットキャラクター「うさごはん」

 全館で乳幼児用玩具を

　 リニューアル
　（２０２２年１１月予定）

  ４館で日曜開放事業

　（ふらっとサンデー）実施

　（２０２２年４月～）　　　　　　
　　児童館の乳幼児用玩具

巡回型プレーパーク

子ども・子育て家庭に対する
セーフティーネットの強化

　　　　　　・子ども・若者センター開設
　　　　　　・子どもの権利条例制定
　　　　　　・学び・食・体験の支援拡充
　　　　　　　　　　　　　　など

中野区は、２０２１年日経ＤＵＡＬ
「共働きで子育てしやすい街ランキング

（東京都）」で６位になりました！

子育て・子育ち環境の整備

　　　　　　・魅力ある公園の整備
　　　　　　・屋内施設の充実
　　　　　　・子育て関連店舗や住宅の普及促進
　　　　　　・学校ごとの特色ある教育の充実
　　　　　　　　　　　　　　　　など

地域全体で子育てを
応援するための体制整備

　　　　　　　・児童館機能の充実
　　　　　　　・子育て関連団体に対する支援と
　　　　　　　　ネットワークの構築
　　　　　　　・若者が活躍できる交流や活動の
　　　　　　　　機会の充実　　など

子どもの権利条例制定過程の
子どもへの意見聴取


